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テキストボックス
　マリンメッセ福岡と第2期展示場整備予定地間（概ね②の範囲）は、マリンメッセ福岡の避難先として「福岡市建築物の敷地と道路との関係の建築許可運用基準（建築基準法第43条第1項但し書き許可基準）」規則第2号の「公共の用に供する道」として取り扱うことは可能である。　その場合、第2期展示場の避難先の取り扱いについては建築主事の判断によるものとなり、大屋根の条件等については関係部局（特定行政庁、建築主事、消防局等）との協議が必要となる。
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